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(57)【要約】
【課題】使いやすさを向上した簡易棒状化粧品用の用具
と簡易棒状化粧品を提供する。
【解決手段】上面に化粧料としての口紅化粧料５０が付
着される用具本体１，２と、用具本体１，２に被せられ
るキャップ３とを備えた簡易棒状化粧品用の用具であっ
て、用具本体１，２の上面は、所定方向に傾斜しており
、用具本体１，２の外周面の横断面形状は、第一の方向
を長軸方向とし該第一の方向と直交する第二の方向を短
軸方向とする非円形、具体的には楕円形であり、用具本
体１，２の上面の傾斜方向は、用具本体１，２の外周面
の長軸方向である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に化粧料が付着される用具本体を備えた簡易棒状化粧品用の用具であって、
　用具本体の上面は、所定方向に傾斜しており、
　用具本体の外周面の横断面形状は、第一の方向を長軸方向とし該第一の方向と直交する
第二の方向を短軸方向とする非円形であり、
　用具本体の上面の傾斜方向は、用具本体の外周面の長軸方向である
　ことを特徴とする簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項２】
　用具本体は、上端閉口で下端開口の筒状であり、該用具本体の下端にはフランジ部が全
周に亘って形成されている請求項１記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項３】
　用具本体の上部に被せられる横断面形状が非円形のキャップを備え、該キャップは、上
端閉口で下端開口の筒状であり、該キャップの下端にはフランジ部が全周に亘って形成さ
れている請求項２記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項４】
　キャップを用具本体に被せた際にキャップを用具本体の上下方向の所定位置に係止する
ための係止部を備えている請求項３記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項５】
　用具本体の外周面には係合凹部が形成され、キャップの内周面には用具本体の係合凹部
と係合する係合凸部が形成され、用具本体の係合凹部とキャップの係合凸部が前記係止部
を構成する請求項４記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項６】
　係合凹部と係合凸部はそれぞれ短軸方向に対向して一対形成されている請求項５記載の
簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項７】
　係合凹部と係合凸部は、横長の長円形状である請求項６記載の簡易棒状化粧品用の用具
。
【請求項８】
　係合凹部の凹み量に対して係合凸部の突出量の方が大きい請求項５乃至７の何れかに記
載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項９】
　用具本体の上部の外周面に係合凹部が形成され、用具本体の下部の内周面に係合凸部が
形成され、用具本体同士を積み重ねた際に、上側の用具本体の係合凸部が下側の用具本体
の係合凹部に係合し、且つ、上側の用具本体の係合凹部にキャップの係合凸部が係合する
請求項５乃至８の何れかに記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項１０】
　第一の用具本体と、該第一の用具本体よりも上下方向の長さが短い第二の用具本体とを
備え、第一の用具本体の上部に第二の用具本体の下部を被せることができ、
　第一の用具本体の上部の外周面に係合凹部が形成され、
　第二の用具本体の上部の外周面に係合凹部が形成され、第二の用具本体の下部の内周面
に係合凸部が形成され、
　第一の用具本体の上側に第二の用具本体を被せると共に該第二の用具本体の上側にキャ
ップを被せた際に、第一の用具本体の係合凹部に第二の用具本体の係合凸部が係合し、且
つ、第二の用具本体の係合凹部にキャップの係合凸部が係合する請求項５乃至８の何れか
に記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項１１】
　化粧料が付着される用具本体の上面の付着部は、ベース面と該ベース面に対して凹んだ
長軸方向に延びる凹溝とから構成されている請求項１乃至１０の何れかに記載の簡易棒状
化粧品用の用具。
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【請求項１２】
　化粧料が付着される用具本体の上面の付着部の周囲には土手部が全周に亘って形成され
ている請求項１乃至１１の何れかに記載の簡易棒状化粧品用の用具。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れかに記載の用具の用具本体の上面に化粧料が付着されているこ
とを特徴とする簡易棒状化粧品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、簡易棒状化粧品用の用具と、簡易棒状化粧品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、店頭において口紅の試供品、即ち、リップサンプルとして使用されているもの
は、試供品として扱われているものの、実際に販売する口紅の実売品、即ち、本品と同じ
ものである。尚、口紅の本品は、化粧料としての口紅が棒状に形成されて容器に収容され
ており、口紅の量が多いことから繰り返し使用でき、長期に亘って使用できる。このよう
な口紅の本品が試供品として店頭で使用される場合には、一本の試供品を使い回すことに
なるため、他人が使用したものを自分の唇に塗ることに対して抵抗を感じる人も多い。
【０００３】
　これに対して、下記特許文献１のように、一回あるいは数回塗ることができる程度の少
量の口紅を本体の上面に付着させた、使い捨てを前提とした専用の試供品も提案されてい
る。使用に際しては、本体の外周面を指先で摘むようにする他、本体が円筒状であって下
端が開口した形状であることから、その本体の内側に人差し指を下側から差し込んで本体
の上面に付着した口紅を唇に塗るという使用方法も提案されている。そして、このような
口紅の試供品では、一本の口紅の本品を複数の人が使用するということがないので衛生的
であるという利点がある。
【０００４】
　しかしながら、本体の横断面形状が円形であるため、人差し指に対して本体の上面の向
きが一定となりにくい。本体の上面は、口紅の本品と同様に、所定の方向に向けて傾斜し
た傾斜面とされており、その傾斜面の上部が上側となり、傾斜面の下部が下側となる姿勢
にして唇に当てるようにするが、本体の断面が円形であるために、例えば人差し指を本体
に差し込んだ状態では、傾斜面の傾斜方向が横を向いたり斜めを向いたりすることがある
。つまり、人差し指に対して本体の中心軸回りの向きが使用の都度変化しやすく、使用に
際して本体の傾斜面の向きが所定方向となるように本体を回転させて調整しなければなら
ない。
【０００５】
　また、本体が円筒形であるため、上面に付着させる口紅の付着面積を拡大することにも
限界がある。口紅は細いほど細かい部分をきっちりと塗ることができ、特に上唇の上縁の
輪郭を正確に描くことができる。しかしながら、上記試供品は、口紅の本品とは異なり、
本体の上面に口紅を薄く付着させた構成であるため、本体を細くすると口紅の量が不足す
る可能性がある。本体の上面が傾斜面となっているので、本体の上面が傾斜していない平
坦面である場合に比して付着面積は拡大されるものの、上面を傾斜させたことによる付着
面積の拡大は僅かであるため、本体の上端部を細くした場合には、やはり口紅の量が不足
する可能性がある。その一方、逆に、本体を太くすると口紅の付着面積が拡大し、それに
伴って口紅の量も容易に増加させることができる。しかしながら、逆に、上唇等の細かい
部分を正確に塗ることが難しくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３０６８２８７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それゆえに本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされ、使いやすさが向上した簡易棒状
化粧品用の用具と簡易棒状化粧品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであって、本発明に係る簡易棒状化粧品
用の用具は、上面に化粧料が付着される用具本体を備えた簡易棒状化粧品用の用具であっ
て、用具本体の上面は、所定方向に傾斜しており、用具本体の外周面の横断面形状は、第
一の方向を長軸方向とし該第一の方向と直交する第二の方向を短軸方向とする非円形であ
り、用具本体の上面の傾斜方向は、用具本体の外周面の長軸方向であることを特徴とする
。尚、非円形とは、例えば楕円形や長円形、オーバル形等である。また、簡易棒状化粧品
は、試供品として配布されたり店頭で使用されたりしてもよいし、あるいは、簡便な化粧
品として販売されてもよい。例えば、一回あるいは数回の使用に適した少量の化粧料を付
着させたものとすることができる。
【０００９】
　該構成の簡易棒状化粧品用の用具は、用具本体の上面に例えば化粧料として口紅が付着
される。棒状化粧料としては口紅の他、例えば、リップクリームやスチックアイシャドウ
、スチックファンデーション等があるが、以下、口紅の場合を例にして説明する。また、
以下、化粧料そのものとしての口紅を口紅化粧料と称し、口紅化粧料を備えた化粧品全体
としての口紅を口紅化粧品と称して、両者を区別することがある。
【００１０】
　上記構成の簡易棒状化粧品用の用具は、用具本体の外周面の横断面形状が楕円形等の非
円形となっていて、横断面形状が円形のものとは異なり、用具本体の形状に方向性がある
。即ち、用具本体の外周面の横断面形状は、第一の方向の長さが相対的に長く第二の方向
の長さが相対的に短くなっている。従って、用具本体を掴むと、用具本体の形状の方向性
が視覚のみならず触覚によっても容易に把握することができる。そして、その用具本体の
上面の傾斜方向が用具本体の外周面の長軸方向となっているので、用具本体の外周面の長
軸方向が顔を基準として前後方向あるいは上下方向となるように用具本体を掴めば、用具
本体の上面の傾斜方向も自動的に前後方向あるいは上下方向となり、用具本体の上面の向
きを唇に容易に合わせることができる。
【００１１】
　また、用具本体の横断面形状が楕円形等の非円形であるので、傾斜している用具本体の
上面は、より一層扁平率の大きい楕円形等の非円形となる。即ち、上面の傾斜方向が長軸
方向となり、上面の傾斜方向と直交する方向が短軸方向となるが、その長軸方向の両端部
においては曲率半径が小さくなっている。従って、長軸方向の両端部のうちの一方である
上側の端部を上唇の上縁に当てるようにして上唇の輪郭を正確に描くことができる。即ち
、細い口紅化粧品を用いた場合と同様に細かい部分を容易且つ正確に塗ることができる。
一方、用具本体の上面は長軸方向の長さが長いので、例えば、下唇を塗るような場合には
その長軸方向の長さを利用して一度に大きな面積を塗ることができる。即ち、太い口紅化
粧品を用いた場合と同様に広い面積を効率良く塗ることができる。また、用具本体が細い
円形のものとは異なり、口紅化粧料の付着量も容易に確保できる。このように、一本の簡
易棒状化粧品で細い口紅化粧品と太い口紅化粧品あるいは標準の太さの口紅化粧品の両方
を使用したときと同等の使用感が得られる。
【００１２】
　特に、用具本体は、上端閉口で下端開口の筒状であり、該用具本体の下端にはフランジ
部が全周に亘って形成されていることが好ましい。用具本体は中実状であってもよいが、
中空状のものが軽くて低コストに製造できるので好ましい。また、横断面形状が非円形で
あるので、横断面形状が円形の場合に比して容易に成形でき、高い精度を確保できる。特
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に、用具本体の上下方向の長さ、即ち全長が、用具本体の下端の開口部における長軸方向
の長さに比して長いような、深型の用具本体である場合には、用具本体を合成樹脂シート
から熱成形により形成する場合、横断面形状を非円形にすることで成形が容易になる。そ
して、用具本体を上端閉口で下端開口の筒状とすることにより、用具本体は天面部と胴部
とフランジ部とを備えた構成となるが、その天面部の上面を口紅化粧料の付着部とするこ
とができる。また、下端が開口していることから下端の開口部から用具本体の内側に指先
を挿入して用具本体の胴部やフランジ部を掴むこともできる。例えば、人差し指を用具本
体に差し込んで親指と共に用具本体の胴部やフランジ部を掴んで保持するということもで
きる。更に、用具本体の下端が開口していても、その下端にフランジ部が全周に亘って形
成されているので、用具本体の下端の強度を容易に確保できる。尚、用具本体同士を上下
に積み重ねることができる構成としてもよい。用具本体同士を積み重ねた際に、下側の用
具本体の天面部と上側の用具本体の天面部とが上下方向に所定間隔離間するように構成す
ることで、下側の用具本体の口紅化粧料が上側の用具本体に付着することを防止できる。
例えば、積み重ねた複数の用具本体をまとめて掴んで上側の用具本体の口紅化粧料を塗る
という使用方法も可能である。また、積み重ねられた用具本体同士を分離する場合、用具
本体の下端にフランジ部が形成されているので、指先をフランジ部に引っ掛けるようにす
ることで容易に分離できる。
【００１３】
　また、用具本体の上部に被せられる横断面形状が非円形のキャップを備え、該キャップ
は、上端閉口で下端開口の筒状であり、該キャップの下端にはフランジ部が全周に亘って
形成されていることが好ましい。該構成によれば、キャップを備えているので、上面の口
紅化粧料を保護することができ、特に店頭から持ち帰る場合等、携帯時において効果が大
きい。また、キャップの下端にフランジ部が全周に亘って形成されているので、キャップ
の下端の強度も容易に確保でき、また、用具本体に被せたキャップを用具本体から取り外
す際に、指先をキャップのフランジ部に引っ掛けてキャップを用具本体から容易に外すこ
とができる。また、キャップを用具本体に着脱する際にキャップのフランジ部の外縁を内
外方向に掴むと、キャップの胴部の外周面を掴む場合に比して、指先が用具本体の上面の
口紅化粧料から径方向外側に離れるので、キャップの着脱に際して、指先に口紅化粧料が
付きにくくなる。
【００１４】
　更に、キャップを用具本体に被せた際にキャップを用具本体の上下方向の所定位置に係
止するための係止部を備えていることが好ましい。該構成によれば、キャップを用具本体
に被せた際に、係止部によってキャップの上下方向の位置が定まる。従って、キャップが
所定位置を越えて深く被せられて用具本体の口紅化粧料にキャップが接触することを防止
できる。また、逆に、キャップが所定位置よりも浅く被せられてキャップが不用意に外れ
るということも防止できる。
【００１５】
　特に、用具本体の外周面には係合凹部が形成され、キャップの内周面には用具本体の係
合凹部と係合する係合凸部が形成され、用具本体の係合凹部とキャップの係合凸部が前記
係止部を構成することが好ましく、キャップを用具本体に被せていくことでキャップの係
合凸部を用具本体の係合凹部に容易に係合させることができる。
【００１６】
　また、係合凹部と係合凸部はそれぞれ短軸方向に対向して一対形成されていることが好
ましい。即ち、係合凹部を全周に亘って環状に形成したり、それに合わせて係合凸部も全
周に亘って環状に形成したりしてもよいが、係合凹部と係合凸部は何れも全周のうちの所
定箇所のみに島状に形成することが好ましく、製造が容易になる。そして、用具本体には
その短軸方向に対向して係合凹部が一対形成され、キャップにはその短軸方向に対向して
係合凸部が一対形成されることが好ましい。短軸方向に対向した部分は、長軸方向に対向
した部分に比して曲率半径が大きいため、係合凹部や係合凸部を形成しやすい。また、短
軸方向に対向した部分は、長軸方向に対向した部分に比して曲率半径が大きいため、用具
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本体にキャップを被せる際にキャップ及び用具本体の長軸方向に対向した部分が内外方向
に変形しやすく、従って、用具本体の係合凹部にキャップの係合凸部を係合させやすい。
また、用具本体の短軸方向に対向した部分にそれぞれ係合凹部を形成すると、上面から両
係合凹部までの距離が等しくなる。従って、キャップを用具本体に被せる際に両係合凹部
に両係合凸部をほぼ同時に係合させることができ、スムーズに係合させることができる。
また更に、キャップと用具本体は何れも横断面形状が円形ではなく非円形であるので、用
具本体にキャップを被せることで用具本体の短軸方向とキャップの短軸方向が自動的に合
致する。そのため、用具本体の係合凹部に対してキャップの係合凸部の周方向の位置を合
わせる作業をしなくても、用具本体にキャップを被せることで自動的に用具本体の係合凹
部にキャップの係合凸部を係合させることができる。
【００１７】
　また更に、係合凹部と係合凸部は、横長の長円形状であることが好ましい。係合凹部と
係合凸部が横長の長円形状であると、係合凹部と係合凸部の横方向の長さが縦方向の長さ
に対して長いので、例えば円形状である場合に比して大きな係止力が得られる。
【００１８】
　また、係合凹部の凹み量に対して係合凸部の突出量の方が大きいことが好ましい。キャ
ップの係合凸部の突出量が相対的に大きいと、用具本体の係合凹部にキャップの係合凸部
が係合した状態において用具本体の外周面とキャップの内周面との接触面積を小さくする
ことができる。従って、キャップを用具本体にスムーズに着脱できる。
【００１９】
　また、用具本体の上部の外周面に係合凹部が形成され、用具本体の下部の内周面に係合
凸部が形成され、用具本体同士を積み重ねた際に、上側の用具本体の係合凸部が下側の用
具本体の係合凹部に係合し、且つ、上側の用具本体の係合凹部にキャップの係合凸部が係
合することが好ましい。上面に口紅化粧料を付着させた状態の用具本体同士を積み重ねた
際に、上側の用具本体の係合凸部が下側の用具本体の係合凹部に係合するので、上側の用
具本体を下側の用具本体に対して上下方向の所定位置にしっかりと係止でき、用具本体同
士の積み重ね状態が安定すると共に、下側の用具本体の口紅化粧料が上側の用具本体に付
着することを防止できる。そして、上側の用具本体にキャップを被せると、複数の用具本
体と一つのキャップからなる簡易棒状化粧品となり、一本で多色の口紅化粧料が使用でき
る多色対応の簡易棒状化粧品が得られる。即ち、複数の用具本体に対して一つのキャップ
で足りることになる。また、キャップを外し、重なり合った状態の複数の用具本体をその
まま掴んで最上段の用具本体の口紅化粧料を塗るということもできるし、重なり合った用
具本体同士を個々に分離してそのうちの一つの用具本体を掴んで塗るということもできる
。
【００２０】
　尚、口紅化粧料を塗る際、用具本体を短軸方向に移動させることになる。従って、用具
本体の上部の係合凹部や用具本体の下部の係合凸部はそれぞれ短軸方向に対向して一対形
成することが好ましい。複数の用具本体を積み重ねた状態で最上段の用具本体の口紅化粧
料を塗る場合に、用具本体の短軸方向の揺動を抑制でき、用具本体が安定した状態で口紅
化粧料をきっちりと塗ることができる。
【００２１】
　また、第一の用具本体と、該第一の用具本体よりも上下方向の長さが短い第二の用具本
体とを備え、第一の用具本体の上部に第二の用具本体の下部を被せることができ、第一の
用具本体の上部の外周面に係合凹部が形成され、第二の用具本体の上部の外周面に係合凹
部が形成され、第二の用具本体の下部の内周面に係合凸部が形成され、第一の用具本体の
上側に第二の用具本体を被せると共に該第二の用具本体の上側にキャップを被せた際に、
第一の用具本体の係合凹部に第二の用具本体の係合凸部が係合し、且つ、第二の用具本体
の係合凹部にキャップの係合凸部が係合することが好ましい。第一の用具本体の上面と第
二の用具本体の上面にそれぞれ異なる色の口紅化粧料を付着させることができ、第一の用
具本体の上側に第二の用具本体を積み重ねるように被せて更にその上にキャップを被せる
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ことで、一本で多色の口紅化粧料が使用できる多色対応の簡易棒状化粧品が得られる。ま
た、第一の用具本体の上下方向の長さが第二の用具本体よりも長いので、第一の用具本体
を単体で使用する際に掴みやすい。一方、第二の用具本体を単独で使用することもできる
が、第二の用具本体は第一の用具本体よりも短いので、第二の用具本体を使用する際には
第一の用具本体の上側に装着して使用することが好ましく、第一の用具本体と第二の用具
本体をまとめて掴むことで、第二の用具本体に付着された口紅化粧料を容易に塗ることが
できる。しかも、第二の用具本体が短いので、第一の用具本体の上に装着しても全長を抑
制できる。尚、第一の用具本体の上に第二の用具本体を二段以上重ねてもよい。
【００２２】
　尚、このように第一の用具本体と第二の用具本体を備える構成においても、係合凹部や
係合凸部は短軸方向に対向して配置することが好ましく、第一の用具本体の上に装着され
た第二の用具本体の短軸方向の揺動が抑制されて、口紅化粧料を安定して塗ることができ
る。
【００２３】
　また、化粧料が付着される用具本体の上面の付着部は、ベース面と該ベース面に対して
凹んだ長軸方向に延びる凹溝とから構成されていることが好ましい。化粧料が付着される
部分である付着部には凹凸を設けて密着度を高めることが好ましいが、凹溝を長軸方向に
延びる形状とすることで、凹凸形状に方向性を持たせることができる。このように凹凸形
状に方向性を持たせると、液状にした化粧料を上から垂らすようにして付着させる際に、
液状の化粧料が凹溝に沿って流動しやすくなる。そして、使用に際しては用具本体を短軸
方向に沿って動かすことになるが、凹溝に入り込んだ化粧料の部分がアンカーとして機能
して使用時の化粧料のズレを防止する。
【００２４】
　また、化粧料が付着される用具本体の上面の付着部の周囲には土手部が全周に亘って形
成されていることが好ましい。化粧料を付着させる際には土手部によって化粧料の流れ落
ちを防止できる。尚、土手部を設けることで、化粧品の本品に近い形状に化粧料を付着さ
せることができる。また、付着させる化粧料の厚さを容易にコントロールできる。例えば
、付着部の中央部と周縁部において化粧料の厚さの差を小さくして化粧料を平坦にするこ
ともでき、逆に、化粧料を付着部の中央部において盛り上げるようにすることもできる。
また、使用に際しても土手部によって化粧料の位置ずれが防止される。
【００２５】
　また、本発明に係る簡易棒状化粧品は、上述したような用具の用具本体の上面に化粧料
が付着されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明においては、用具本体の横断面形状が非円形であってその長軸方
向に用具本体の上面が傾斜しているので、用具本体の上面の傾斜方向を用具本体の横断面
形状から容易に把握でき、また、細かい部分にも広い部分にも対応できる。従って、従来
のような円筒形のものに比して使いやすさが飛躍的に向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態における簡易棒状化粧品としての簡易口紅化粧品（簡易口紅
）を示す斜視図。
【図２】同簡易口紅化粧品の分解斜視図。
【図３】同簡易口紅化粧品を長軸方向の切断面で切断した長軸方向端面図。
【図４】同簡易口紅化粧品を短軸方向の切断面で切断した短軸方向端面図。
【図５】図４のＡ部拡大図。
【図６】同簡易口紅化粧品を分解した状態を示す短軸方向端面図。
【図７】同簡易口紅化粧品に使用されている用具を構成している第一の用具本体を示す斜
視図。
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【図８】同第一の用具本体の側面図。
【図９】同第一の用具本体の平面図。
【図１０】図９のＢ２－Ｂ２端面図（短軸方向端面図）。
【図１１】図９のＢ１－Ｂ１端面図（長軸方向端面図）。
【図１２】同簡易口紅化粧品に使用されている用具を構成している第二の用具本体を示す
斜視図。
【図１３】同第二の用具本体の側面図。
【図１４】同第二の用具本体の平面図。
【図１５】図１４のＣ２－Ｃ２端面図（短軸方向端面図）。
【図１６】図１４のＣ１－Ｃ１端面図（長軸方向端面図）。
【図１７】同簡易口紅化粧品に使用されている用具を構成しているキャップを示す斜視図
。
【図１８】同キャップの側面図。
【図１９】同キャップの平面図。
【図２０】図１９のＤ２－Ｄ２端面図（短軸方向端面図）。
【図２１】図１９のＤ１－Ｄ１端面図（長軸方向端面図）。
【図２２】（ａ）乃至（ｆ）は同簡易口紅化粧品に使用されている用具における付着部の
他の実施形態を示す平面図。
【図２３】同簡易口紅化粧品に使用されている用具において、キャップを第一の用具本体
に前後逆向きで装着したときの状態を示す長軸方向端面図。
【図２４】（ａ）及び（ｂ）は同簡易口紅化粧品の製造工程を示す側面図。
【図２５】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図２６】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図２７】（ａ）及び（ｂ）は同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図２８】（ａ）及び（ｂ）は同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図２９】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図３０】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す図。
【図３１】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図３２】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す断面図。
【図３３】同簡易口紅化粧品の使用状態を示す斜視図。
【図３４】（ａ）及び（ｂ）は同簡易口紅化粧品の使用状態を示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の一実施形態に係る簡易棒状化粧品としての簡易口紅化粧品とそれに用い
られる用具について図１～図３４を参酌しつつ説明する。図１に示す簡易口紅化粧品は、
化粧料である口紅化粧料５０を用具本体の上面に少量付着させたものである。口紅化粧料
５０の付着量は種々であってよいが、例えば、一回あるいは数回塗ることができる程度の
量とすることができる。簡易口紅化粧品は、例えば、一回あるいは数回使用可能な使い捨
てを前提とした専用の試供品であってもよいし、長期使用可能な口紅の本品に対してそれ
よりも使用回数が少なく、従って口紅化粧料５０の量も少ない、簡易で安価な口紅化粧品
として販売されるものであってもよい。
【００２９】
　簡易口紅化粧品用の用具は、第一の用具本体１と、第二の用具本体２と、キャップ３と
から構成され、図１には第二の用具本体２を二つ使用する形態を図示しているが、この数
は任意である。口紅化粧料５０は、第一の用具本体１の上面と第二の用具本体２の上面に
それぞれ付着されている。図１のように用具本体が複数存在する構成では、用具本体毎に
口紅化粧料５０の色や種類を代えて組み合わせることができる。例えば、図１では第一の
用具本体１が一つ、第二の用具本体２が二つあるので、合計三色の簡易口紅化粧品とする
ことができる。図１に示す簡易口紅化粧品は、第一の用具本体１に口紅化粧料５０が付着
された第一の化粧品本体４と、第二の用具本体２に口紅化粧料５０が付着された第二の化
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粧品本体５と、キャップ３とから構成され、第一の化粧品本体４は一つ、第二の化粧品本
体５は二つ、キャップ３は一つであるが、後述するように、これらの組み合わせは種々で
あってよい。
【００３０】
＜第一の用具本体１＞
　第一の用具本体１を図７～図１１に示している。該第一の用具本体１は、合成樹脂シー
トを熱成形して形成された成形品であって、上端閉口で下端開口の筒状である。但し、射
出成形により形成された合成樹脂製の成形品であってもよい。第一の用具本体１は、天面
部１０と、天面部１０の周縁から下方に延びる胴部１１と、該胴部１１の下端に、外側に
向けて全周に亘って形成されたフランジ部１２とを備えている。尚、第一の用具本体１は
、シート成形により形成されたものであるため、外面と内面は原則として凹凸が逆の形状
となり、外面に凸部が形成されていれば、それに対応した内面の位置には外面の凸部に対
応した形状の凹部が形成される。尚、シート成形や材質については後述する。
【００３１】
＜第一の用具本体１の胴部１１＞
　胴部１１は、筒状であって、その中心線は上下方向に沿っている。胴部１１は、中心線
を水平方向に横断する横断面視において、その横断面形状が円形ではなく第一の方向の長
さが長く該第一の方向と直交する第二の方向の長さが短い非円形となっている。即ち、胴
部１１の横断面形状は、第一の方向を長軸方向とし第二の方向を短軸方向とする非円形と
なっていて、具体的には楕円形となっている。尚、図面において、長軸方向を符号Ｌ、短
軸方向を符号Ｓで示している。
【００３２】
　胴部１１は、下側に向けて徐々に拡がっていくテーパ状に形成されており、従って、上
端が細く下端が太い。胴部１１の上部を除く下側の領域には縦方向（上下方向）に沿った
リブ１３が形成されている。該リブ１３は胴部１１の下端まで形成されている。該リブ１
３は、胴部１１の外周面側に突出していて、横断面視弧状である。リブ１３は周方向に間
隔をあけて複数形成されることが好ましい。尚、胴部１１の全長のうち、リブ１３が形成
されていない上側の領域とリブ１３が形成されている下側の領域の長さの比率は種々であ
ってよいが、リブ１３が形成されている下側の領域の方が、リブ１３が形成されていない
上側の領域よりも長いことが好ましい。
【００３３】
　胴部１１の外周面のうちリブ１３が形成されていない上側の領域には、係合凹部１４が
形成されている。尚、第一の用具本体１はシート成形により形成されているので、外周面
に係合凹部１４が形成されることに伴ってそれに対応した内周面の位置には、外周面の係
合凹部１４に対応した形状の凸部が形成される。係合凹部１４は、短軸方向に対向して一
対形成されている。両係合凹部１４は、互いに同一のものであって、同じ高さに位置して
おり、図９のように短軸上に位置していて１８０度対向した位置関係にある。係合凹部１
４は、図８のように横方向（水平方向）に沿って長い長円形状（トラック形状）に形成さ
れている。また、係合凹部１４は、図１０のように縦方向（上下方向）に切断した縦断面
視において円弧状である。かかる第一の用具本体１の係合凹部１４には、後述するように
、第二の用具本体２の係合凸部２７やキャップ３の係合凸部３７が係合する。
【００３４】
＜第一の用具本体１の天面部１０＞
　胴部１１の上端に天面部１０が位置する。胴部１１が横断面視楕円形であるため、天面
部１０も平面視において楕円形である。即ち、天面部１０を水平面に投影したときの形状
は胴部１１の上端における横断面形状と同じであって楕円形である。また、天面部１０は
、水平ではなく所定方向に傾斜している。天面部１０の傾斜方向は、楕円形の長軸方向で
ある。尚、天面部１０の水平面に対する傾斜角度は任意であるが、本物の口紅化粧料５０
の上端の傾斜角度に合わせることが好ましく、具体的には１０～３０度程度である。天面
部１０の上面が第一の用具本体１の上面となり、天面部１０が長軸方向に傾斜しているこ
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とから、第一の用具本体１の上面もまた長軸方向に傾斜している。天面部１０が平面視に
おいて楕円形であって、更に、天面部１０が長軸方向に傾斜していることから、天面部１
０をその法線方向に見ると、その長軸方向の長さは更に延長されて、より一層長軸方向に
長い楕円となっている。
【００３５】
　天面部１０の上面に化粧料としての口紅化粧料５０が付着される。従って、天面部１０
の上面に口紅化粧料５０を付着するための部分である付着部を備えている。より詳細には
、天面部１０の上面は、付着部と該付着部の周囲に形成された環状の土手部１６とから構
成されている。付着部は、ベース面１５ａと、該ベース面１５ａに凹設された凹溝１５ｂ
とからなる。ベース面１５ａは、楕円形であって、土手部１６よりも一段低くなっている
。ベース面１５ａは凹面であってもよいが平面とされており、天面部１０が傾斜している
ことから、ベース面１５ａは傾斜平面となっている。凹溝１５ｂは長軸方向に沿って延び
ていて、その深さは一定である。凹溝１５ｂの本数は任意であるが、本実施形態では互い
に平行に三本形成されており、中央の凹溝１５ｂが長く、その両側の凹溝１５ｂは何れも
短い。また、凹溝１５ｂの横断面形状は図１０のように矩形であって底面まで幅略一定で
ある。尚、三本の凹溝１５ｂの深さは互いに同じになっているが互いに異なっていてもよ
く、例えば、中央の凹溝１５ｂが深く、両側の凹溝１５ｂがそれよりも浅くしてもよい。
かかる付着部の周囲に土手部１６が突設されており、土手部１６が天面部１０の上面の周
縁部を構成している。尚、図１０及び図１１のように、土手部１６のベース面１５ａから
の突出量と凹溝１５ｂの深さとを比較したとき、凹溝１５ｂの深さの方が大きいことが好
ましい。
【００３６】
＜付着部の他の形態＞
　尚、付着部の形態、特に、ベース面１５ａに設ける凹部の形態は種々であってよく、上
述したような長軸方向に沿った凹溝１５ｂを設ける他、例えば、図２２に示すような種々
の凹部であってもよい。尚、図２２において凹部にはハッチングを施している。例えば、
図２２（ａ）のように、長軸方向に沿った凹溝６０と、短軸方向に沿った凹溝６１とを設
けて、長軸方向の凹溝６０と短軸方向の凹溝６１とが直角に交差する構成としてもよい。
また、図２２（ｂ）のように、長軸方向に対して左右両側にそれぞれ所定角度傾斜した方
向に沿った凹溝６２ａ，６２ｂ同士を交差させる構成としてもよい。図２２（ｃ）のよう
に、長軸方向に対して左右何れかの方向に所定角度傾斜した凹溝６３のみを設けるように
してもよい。また、所定方向に延びた凹溝ではなく、図２２（ｄ）のようにベース面１５
ａの中央部に矩形等の所定形状の凹部６４を形成してもよい。図２２（ｅ）のように、ベ
ース面１５ａの中央部に所定形状、例えば楕円形の小型の凹部６５を形成すると共に、そ
の外側に間隔をあけて環状、具体的には楕円形の環状の凹溝６６を形成してもよい。また
、図２２（ｆ）のように、ベース面１５ａの周縁部を除く大部分の領域を占める大型の凹
部６７を形成するようにしてもよい。尚、凹部の底面やベース面１５ａに細かい凹凸を形
成する等してそれらの面を粗面にしてもよい。
【００３７】
＜第一の用具本体１のフランジ部１２＞
　胴部１１の下端にフランジ部１２が形成されている。該フランジ部１２は、胴部１１の
下端から外側に向けて水平に延びている。フランジ部１２は、板状であって、詳細には平
板状であり、その下面が、第一の用具本体１を載置する際の設置面となる。該フランジ部
１２の形状も図９のように楕円形である。
【００３８】
＜第二の用具本体２＞
　第二の用具本体２を図１２～図１６に示している。該第二の用具本体２も第一の用具本
体１と同様に合成樹脂シートを熱成形することにより形成され、上端閉口、下端開口の筒
状であって、基本構造は第一の用具本体１と同じである。但し、射出成形により形成され
た合成樹脂製の成形品であってもよい。第二の用具本体２も、天面部２０と胴部２１とフ
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ランジ部２２とを備えている。以下、第一の用具本体１と同様の構成についてはその詳細
な説明を省略する。
【００３９】
　第二の用具本体２の胴部２１は、第一の用具本体１の胴部１１よりも全長（上下方向の
寸法）が短い。また、第二の用具本体２の胴部２１にはリブ１３が形成されていないが、
リブ１３を形成してもよい。第二の用具本体２は、第一の用具本体１の上部に被せられる
。従って、第二の用具本体２の胴部２１は、第一の用具本体１の胴部１１に対応した形状
、寸法となっている。より詳細には、第二の用具本体２の胴部２１は、第一の用具本体１
の胴部１１の上部の外側に嵌合するように構成されている。従って、第一の用具本体１の
上側に第二の用具本体２を嵌合させると、第一の用具本体１の胴部１１の外周面は、第二
の用具本体２の胴部２１の内周面と接触するか、あるいは、僅かな隙間を介して対峙する
ことになる。
【００４０】
　第二の用具本体２の胴部２１の上部の外周面には係合凹部２４が形成され、第二の用具
本体２の胴部２１の下部の内周面には係合凸部２７が形成されている。尚、第二の用具本
体２も第一の用具本体１と同様にシート成形により形成されているので、外周面に係合凹
部２４が形成されることに伴ってそれに対応した内周面の位置には、外周面の係合凹部２
４に対応した形状の凸部が形成され、また、内周面に係合凸部２７が形成されることに伴
ってそれに対応した外周面の位置には、内周面の係合凸部２７に対応した形状の凹部が形
成される。係合凹部２４と係合凸部２７は何れも短軸方向に対向して一対形成されており
、何れも短軸上に位置している。第二の用具本体２の係合凹部２４は、第一の用具本体１
の係合凹部１４と同様である。第二の用具本体２の係合凹部２４は天面部２０から所定高
さ下方に位置しているが、天面部２０と係合凹部２４との上下方向の距離は、第一の用具
本体１の天面部１０と係合凹部１４との間の上下方向の距離と同じに設定することが好ま
しい。この第二の用具本体２の係合凹部２４には、キャップ３の係合凸部３７が係合した
り、あるいは、第二の用具本体２同士を積み重ねた際には上側に位置する第二の用具本体
２の係合凸部２７が係合したりする。また、第二の用具本体２の天面部２０は第一の用具
本体１の天面部１０と同じ形状であって同じ大きさであり、その付着部や土手部２６の構
成も第一の用具本体１のそれらと同じであり、また、傾斜方向、傾斜角度も同じであって
、ベース面２５ａには同様に凹溝２５ｂが形成されている。
【００４１】
＜キャップ３＞
　キャップ３を図１７～図２１に示している。キャップ３も第一の用具本体１や第二の用
具本体２と同様に合成樹脂シートを熱成形することにより形成され、上端閉口、下端開口
の筒状であって、基本構造は第一の用具本体１や第二の用具本体２と同じであり、天面部
３０と胴部３１とフランジ部３２とを備えている。従って、第一の用具本体１や第二の用
具本体２と同様の構成についてはその詳細な説明を省略する。但し、キャップ３も射出成
形により形成された合成樹脂製の成形品であってもよい。
【００４２】
　キャップ３の胴部３１の内周面には、第二の用具本体２の係合凸部２７と同様の係合凸
部３７が形成されている。尚、キャップ３も第二の用具本体２や第一の用具本体１と同様
にシート成形により形成されているので、内周面に係合凸部３７が形成されることに伴っ
てそれに対応した外周面の位置には、内周面の係合凸部３７に対応した形状の凹部が形成
される。該キャップ３の係合凸部３７も短軸方向に対向して一対形成されている。キャッ
プ３の天面部３０の形状は任意であって例えば指向性のない半球状等のようなドーム状で
あってもよいが、本実施形態では第一の用具本体１や第二の用具本体２と形状を合わせる
ために長軸方向に傾斜した形状となっている。尚、天面部３０の上面の中央部３０ａは周
縁部３０ｂに対して一段上方に突出している。尚、キャップ３は、第一の用具本体１と第
二の用具本体２の何れにもに被せることができる、共用のものである。従って、キャップ
３の係合凸部３７は、第一の用具本体１の係合凹部１４にも係合でき、第二の用具本体２
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の係合凹部２４にも係合できる。尚、キャップ３は、第一の用具本体１の上部や第二の用
具本体２の上部に被せられる。従って、キャップ３の胴部３１は、第一の用具本体１の胴
部１１の上部及び第二の用具本体２の胴部２１の上部に対応した形状、寸法となっている
。より詳細には、キャップ３の胴部３１は、第一の用具本体１の胴部１１の上部の外側に
嵌合し、また、第二の用具本体２の胴部２１の上部の外側に嵌合する。従って、第一の用
具本体１の上側にキャップ３を嵌合させると、第一の用具本体１の胴部１１の外周面は、
キャップ３の胴部３１の内周面と接触するか、あるいは、僅かな隙間を介して対峙するこ
とになる。同様に、第二の用具本体２の上側にキャップ３を嵌合させると、第二の用具本
体２の胴部２１の外周面は、キャップ３の胴部３１の内周面と接触するか、あるいは、僅
かな隙間を介して対峙することになる。
【００４３】
　尚、キャップ３は、その天面部３０が第一の用具本体１の天面部１０や第二の用具本体
２の天面部２０と同じ向きとなるように、より詳細にはキャップ３の天面部３０が第一の
用具本体１の天面部１０や第二の用具本体２の天面部２０と平行となるように被せる必要
がある。天面部３０の長軸方向の低い側を前側、高い側を後側としたとき、キャップ３の
前後を反対にして第一の用具本体１等に被せても所定位置まで被せることができない構成
となっている。例えば、図２３にキャップ３を第一の用具本体１に前後逆向きで被せて、
キャップ３の係合凸部３７を第一の用具本体１の係合凹部１４に係合させたと仮定した場
合を図示している。この図２３のように、キャップ３の向きが第一の用具本体１に対して
前後逆向きであると、第一の用具本体１の天面部１０の後側の部分である上部にキャップ
３の天面部３０の前側の部分である下部が当接して互いに干渉することになる。即ち、キ
ャップ３の前後の向きが正しくない場合には、キャップ３の係合凸部３７が第一の用具本
体１の係合凹部１４に係合する所定位置まで、キャップ３を第一の用具本体１に被せるこ
とはできない。第二の用具本体２に対しても同様であって前後同じ向きのみでキャップ３
を被せることができる。
【００４４】
＜係合凹部１４，２４と係合凸部２７，３７の関係＞
　係合凹部１４，２４と係合凸部２７，３７は、上側の部材を下側の部材に被せた際に上
側の部材を下側の部材の上下方向の所定位置に係止するための係止部を構成している。
【００４５】
　尚、係合凹部１４，２４の凹み量に対して係合凸部２７，３７の突出量の方が大きい。
具体的には、第一の用具本体１の係合凹部１４の凹み量よりも第二の用具本体２の係合凸
部２７の突出量の方が大きい。換言すれば、第一の用具本体１の係合凹部１４の凹み量は
第二の用具本体２の係合凸部２７の突出量よりも小さい。係合凹部１４，２４の凹み量と
係合凸部２７，３７の突出量との差は種々設定できるが、例えば、０．１～０．２ｍｍと
することができる。第二の用具本体２を第一の用具本体１に嵌合させて第二の用具本体２
の係合凸部２７を第一の用具本体１の係合凹部１４に係合させると、図５のように、第一
の用具本体１の係合凹部１４に第二の用具本体２の係合凸部２７が接触する一方、その周
辺においては、第一の用具本体１の胴部１１の外周面に対して第二の用具本体２の胴部２
１の内周面は僅かに離間して両者の間に隙間が形成される。このような関係は他の係合凹
部２４と係合凸部３７との間においても同様である。従って、第一の用具本体１の係合凹
部１４とキャップ３の係合凸部３７との間や、第二の用具本体２の係合凹部２４とキャッ
プ３の係合凸部３７との間においても同様である。また、第二の用具本体２同士の間にお
いても同様の関係があり、第二の用具本体２の係合凹部２４の凹み量は第二の用具本体２
の係合凸部２７の突出量よりも小さい。
【００４６】
＜シート成形と材質＞
　第一の用具本体１、第二の用具本体２、及び、キャップ３は何れもシート成形により形
成されている。シート成形としては例えば真空成形、圧空成形、真空圧空成形、両面真空
成形、熱板成形等があり、何れにしても合成樹脂製のシートを熱成形することにより形成



(13) JP 2017-6202 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

される。合成樹脂製のシートは、シート成形可能なものであればよく、種々の熱可塑性樹
脂シートが使用できる。例えば、ポリエチレンテレフタレート樹脂等のポリエステル系樹
脂や、ポリスチレンのスチレン系樹脂、ポリプロピレンやポリエチレン等のポリオレフィ
ン系樹脂、ポリカーボネート樹脂等からなるシートである。特に、Ａ－ＰＥＴ（アモルフ
ァス－ポリエチレンテレフタレート）のシートが好ましい。また、これらのシートを延伸
させた延伸シートであってもよい。尚、シートは透明であっても不透明であってもよく、
また、無色であっても有色であってもよい。有色の場合、有色透明であってもよく、無色
透明であってもよい。上側に被せる部材、例えばキャップ３等に透明なシートを使用する
と、被せられる側の部材に付着された口紅化粧料５０を容易に視認でき、特に、無色透明
とすることにより、口紅化粧料５０の色合いを正確に把握できる。また、例えば、第一の
用具本体１を黒色等の有色不透明として実物に近づけるようにしてもよい。尚、シートの
厚さも種々であってよいが、例えば、０．３ｍｍ～０．７ｍｍのものが好ましい。このよ
うに合成樹脂シートから熱成形により形成すると、低コストに製造することができ、且つ
、軽量化も容易である。また、横断面形状が楕円形であるので、横断面形状が円形の場合
に比して容易にシート成形でき、高い精度を確保できる。特に、第一の用具本体１のよう
に胴部１１が長い深絞りのものである場合には、横断面形状を楕円形等の非円形にするこ
とで成形が容易になる。
【００４７】
＜口紅化粧料５０の付着工程＞
　以上のように構成された第一の用具本体１の上面や第二の用具本体２の上面には化粧料
としての口紅化粧料５０が付着される。一例として第一の用具本体１に口紅化粧料５０を
付着させる工程の概要について説明する。口紅化粧料５０を付着させる際には、図２４（
ａ）のように傾斜している天面部１０が水平になるように第一の用具本体１を長軸方向に
傾斜させる。そして、加熱して軟化させて所定粘度の液状とした口紅化粧料５０を上方か
ら天面部１０に向けて所定量垂らす。口紅化粧料５０の付着量は、図２４（ｂ）のように
土手部１６よりも口紅化粧料５０が所定量突出する程度とする。
【００４８】
　このように第一の用具本体１を傾斜させて天面部１０を水平にすることで、口紅化粧料
５０を均一の厚さに付着させることができる。また、口紅化粧料５０の中央部を盛り上げ
るようにすることもできる。そして、天面部１０の付着部に凹溝１５ｂが形成されている
ので、口紅化粧料５０の密着性を高めることができる。特に、凹溝１５ｂが長軸方向に沿
って延びているので、液状の口紅化粧料５０が凹溝１５ｂに沿って長軸方向に流れやすく
、長軸方向の両端部まで口紅化粧料５０が広がっていく。即ち、長軸方向の凹溝１５ｂに
よって、液状の口紅化粧料５０の流動性は短軸方向よりも長軸方向の方が良好となる。従
って、付着部が円形ではなく楕円形であっても中央部に口紅化粧料５０を垂らすことで周
縁部までスムーズに口紅化粧料５０が広がる。また、付着部の周囲に土手部１６を突設し
ているので、口紅化粧料５０が天面部１０の周縁から下方に流れ落ちることも防止できる
。土手部１６を設けることで、口紅化粧品の本品に近い形状に口紅化粧料５０を付着させ
ることができる。更に、口紅化粧料５０の付着量や厚さを容易にコントロールすることが
でき、例えば、付着部の中央部と周縁部における口紅化粧料５０の厚さの差を小さくして
口紅化粧料５０を平坦にすることもでき、また、口紅化粧料５０の中央部が盛り上がるよ
うにすることもできる。
【００４９】
＜簡易口紅化粧品の使用方法＞
　例えば、図１に示した簡易口紅化粧品は、下側から順に、第一の用具本体１を使用した
一つの第一の化粧品本体４と、第二の用具本体２を使用した二つの第二の化粧品本体５と
、一つのキャップ３とから構成されている。これらは順に第一の化粧品本体４の上に第二
の化粧品本体５、第二の化粧品本体５の上にキャップ３というようにして積み重ねていけ
ばよい。第二の用具本体２の全長が短いので、第一の化粧品本体４の上に第二の化粧品本
体５を積み重ねても簡易口紅化粧品全体の全長を抑制できる。また、第一の用具本体１、
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第二の用具本体２、及びキャップ３が何れも下端開口の筒状であって下広がりのテーパ形
状であるので、それらを容易に被せて積み重ねることができる。しかも、それらの部材の
下端にはフランジ部１２が形成されているので、各部材の下端の強度を容易に確保できる
。
【００５０】
　また、下側の部材の係合凹部１４，２４に上側の部材の係合凸部２７，３７が係合する
ので、各部材を所定の高さに確実に停止させることができ、上側の部材が所定位置を下側
に越えて深く被せられるということを防止できる。そして、図３や図４のように、下側の
部材の口紅化粧料５０と上側の部材の天面部１０，２０，３０との間には所定の間隙が確
保される。従って、下側の部材の口紅化粧料５０に上側の部材の天面部１０，２０，３０
が付着するということが防止される。また逆に、上側の部材を下側の部材に所定位置に達
しない程度に浅く被せたりするということも防止できる。従って、不用意にキャップ３等
が外れ落ちるということがない。そして、係合凹部１４，２４と係合凸部２７，３７によ
って部材の揺動も防止されるので、安定した積み重ね状態が得られる。
【００５１】
　尚、第一の化粧品本体４の上に第二の化粧品本体５を被せた際に、第二の用具本体２の
フランジ部２２が第一の用具本体１のリブ１３に当たらないように、第二の用具本体２の
フランジ部２２が第一の用具本体１のリブ１３の上端よりも上側に位置することが好まし
い。第一の化粧品本体４の上にキャップ３を被せた際も同様であって、キャップ３のフラ
ンジ部３２が第一の用具本体１のリブ１３に当たらないように、キャップ３のフランジ部
３２が第一の用具本体１のリブ１３の上端よりも上側に位置することが好ましい。
【００５２】
　また、第一の化粧品本体４の上に第二の化粧品本体５を被せた際に、第二の用具本体２
の胴部２１の全長のうち短軸上の位置において下側の１／３～２／３の部分が第一の用具
本体１の胴部１１に被さることが好ましく、下側の１／２～２／３の部分が第一の用具本
体１の胴部１１に被さることが更に好ましい。第二の化粧品本体５同士を積み重ねる場合
も同様であって、上側の第二の用具本体２の胴部２１の全長のうち短軸上の位置において
下側の１／３～２／３の部分が下側の第二の用具本体２の胴部２１に被さることが好まし
く、下側の１／２～２／３の部分が下側の第二の用具本体２の胴部２１に被さることが更
に好ましい。
【００５３】
　第一の用具本体１、第二の用具本体２、及びキャップ３は何れも横断面形状が円形では
なく楕円形であるので、下側の部材に上側の部材を被せると、上側の部材の長軸方向と下
側の部材の長軸方向が自動的に一致する。従って、部材同士の周方向の向きを容易に揃え
て積み重ねることができる。また、係合凹部１４，２４や係合凸部２７，３７は１８０度
対向して一対形成されているので、部材同士の周方向の位置を正確に調整しなくても、下
側の部材の係合凹部１４，２４に上側の部材の係合凸部２７，３７を容易に係合させるこ
とができる。
【００５４】
　また、キャップ３を備えているので、口紅化粧料５０の露出を防止でき、口紅化粧料５
０を保護することができる。同様に、第二の用具本体２も下側の口紅化粧料５０を保護す
る。従って、口紅化粧料５０が露出しないので携帯性に優れ、特に店頭から持ち帰る場合
に好適である。
【００５５】
　尚、係合凸部２７，３７が縦断面視円弧状であるので、例えばキャップ３を第二の化粧
品本体５に被せていく際に、キャップ３の係合凸部３７が第二の用具本体２の胴部２１の
外周面をスムーズに下方に向けて摺動することになり、キャップ３の装着がスムーズにな
る。一方、係合凹部１４、２４や係合凸部２７、３７が横長の長円形状であるので、例え
ば円形状である場合に比して大きな係止力が得られる。曲率半径が大きい短軸上に係合凹
部１４、２４や係合凸部２７、３７を形成しているので、長円形状の横寸法を容易に確保
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できる。
【００５６】
　更に、係合凹部１４，２４の凹み量よりも係合凸部２７，３７の突出量の方が大きいの
で、例えば、第一の用具本体１の係合凹部１４に第二の用具本体２の係合凸部２７が係合
した状態において、第一の用具本体１の胴部１１の外周面と第二の用具本体２の胴部２１
の内周面との接触面積が小さくなり、第二の用具本体２を第一の用具本体１にスムーズに
着脱できる。
【００５７】
　また、係合凹部１４，２４と係合凸部２７，３７は何れも短軸上に位置しているので、
長軸上に形成する場合に比して、容易に形成できる。しかも、胴部１１，２１，３１にお
いて短軸方向に対向した部分は、長軸方向に対向した部分に比して曲率半径が大きいため
、内外方向に変形しやすく、従って、係合凹部１４，２４に係合凸部２７，３７を係合さ
せやすい。更に、係合凹部１４，２４や係合凸部２７，３７を短軸上に形成すると、上面
から係合凹部１４，２４や係合凸部２７，３７までの距離が左右等しくなり、スムーズに
係合させることができる。
【００５８】
　使用に際しては、図１のようなキャップ３を被せた状態から、図２５に示すようにキャ
ップ３を外して上側の第二の化粧品本体５の口紅化粧料５０を露出させる。キャップ３の
下端にはフランジ部３２が形成されているので、キャップ３のフランジ部３２に指先を引
っ掛けてキャップ３を第二の化粧品本体５から容易に外すことができる。キャップ３を外
した後、第一の化粧品本体４の上側に二つの第二の化粧品本体５を積み重ねた状態のまま
で、それらをまとめて掴んで、最上段に位置している上側の第二の化粧品本体５の口紅化
粧料５０を唇７０に塗ることができる。第二の化粧品本体５は第一の化粧品本体４よりも
短いので、第一の化粧品本体４の上に第二の化粧品本体５を積み重ねても全体の全長を抑
制することができ、積み重ねた状態であっても、それらをまとめて掴みやすい。また、第
二の化粧品本体５を単独で使用することもできるが、単独で使用する場合よりも全長が長
くなり、掴みやすくなるうえに、口紅化粧品の本品の長さにも近くなる。使用者の好みに
もよるが、全長が長い方を好む場合には、第二の化粧品本体５を単独ではなく積み重ねて
使用すればよい。尚、口紅化粧料５０を塗る際には短軸方向に簡易口紅化粧品を移動させ
ることになるが、係合凹部１４，２４や係合凸部２７，３７は短軸上に位置しているので
、第二の化粧品本体５の短軸方向の揺動を抑制することができる。従って、第一の化粧品
本体４の上に第二の化粧品本体５を積み重ねた状態であっても、安定した状態で第二の化
粧品本体５の口紅化粧料５０を唇７０に塗ることができる。
【００５９】
　また、付着部には長軸方向に沿って凹溝１５ｂ，２５ｂが形成されているので、該凹溝
１５ｂ，２５ｂに入り込んだ口紅化粧料５０の部分がアンカー機能を発揮し、口紅化粧料
５０を塗る際に、口紅化粧料５０が付着部から短軸方向に位置ずれしたり、あるいは、付
着部から外れ落ちたりすることを防止できる。尚、付着部の周囲には土手部１６，２６が
形成されているので、該土手部１６，２６によっても口紅化粧料５０の位置ずれを防止で
きる。
【００６０】
　更に、図２６のように上側の第二の化粧品本体５を取り外せば、下側の第二の化粧品本
体５の口紅化粧料５０を露出させることができ、同様にそれを唇７０に塗ることができる
。更に、図２のように下側の第二の化粧品本体５も取り外せば、第一の化粧品本体４の口
紅化粧料５０を露出させることができ、その口紅化粧料５０を塗ることができる。仮に、
それぞれの口紅化粧料５０が異なる色であれば三色それぞれの色合いを試したりする等、
使用することができる。尚、図２のようにキャップ３、二つの第二の化粧品本体５、第一
の化粧品本体４を全て分離してもよいが、例えば、キャップ３と二つの第二の化粧品本体
５をまとめて第一の化粧品本体４から分離して、第一の化粧品本体４を使用してもよい。
このように第二の化粧品本体５等を分離する際にもその下端にフランジ部２２が形成され
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ているので、そこに指先を引っ掛けて容易に分離できる。また、分離した単体の状態であ
っても、各部材の下端にはそれぞれフランジ部１２，２２，３２が形成されているので、
各部材の下端の強度を容易に確保でき、それらを掴んでも変形しにくい。特に、第一の化
粧品本体４や第二の化粧品本体５においてはそれらを掴んだときに変形しにくいので、口
紅化粧料５０を安定して塗ることができる。また、分離する際や装着する際にフランジ部
１２，２２，３２の外縁を内外方向に掴むと、胴部１１，２２の外周面を掴む場合に比し
て、指先が口紅化粧料５０から径方向外側に離れるので、指先に口紅化粧料５０が付きに
くくなる。
【００６１】
　尚、上述したように、第一の化粧品本体４、第二の化粧品本体５はそれぞれ単独で使用
でき、また、それらにキャップ３を被せて単色用の簡易口紅化粧品とすることもできる。
図２７（ａ）は第一の化粧品本体４にキャップ３を被せた状態で、図２７（ｂ）は同じく
キャップ３を外した状態であるが、このように第一の化粧品本体４とキャップ３とを備え
た簡易口紅化粧品としてもよい。図２８（ａ）は第二の化粧品本体５にキャップ３を被せ
た状態で、図２８（ｂ）は同じくキャップ３を外した状態であるが、このように第二の化
粧品本体５とキャップ３とを備えた簡易口紅化粧品としてもよい。また、図２９のように
第二の化粧品本体５のみを複数、具体的には四つ積み重ねてキャップ３を被せて多色用の
簡易口紅化粧品としてもよい。このように種々の組み合わせ方ができる。
【００６２】
　次に、簡易口紅化粧品を使用して口紅化粧料５０を唇７０に塗る動作を更に詳細に述べ
る。まず、簡易口紅化粧品の持ち方であるが、これは使用者の好みに応じて種々の持ち方
であってよいが、代表的な二種類の持ち方について第一の化粧品本体４のみを持つ場合を
例にして説明する。図３０に第一の化粧品本体４を使用して口紅化粧料５０を塗る様子を
図示している。この場合、第一の用具本体１の胴部１１の外周面を把持している。第一の
用具本体１の胴部１１の外周面の横断面形状が楕円形となっているので、第一の用具本体
１の胴部１１の外周面を掴むと、第一の用具本体１の楕円形が視覚のみならず触覚によっ
ても容易に把握することができる。そして、第一の用具本体１の上面の傾斜方向、即ち、
口紅化粧料５０の傾斜方向が、第一の用具本体１の長軸方向と一致しているので、その長
軸方向が前後方向あるいは上下方向となるように第一の用具本体１の胴部１１の外周面を
掴むことにより、口紅化粧料５０の向きを唇７０に容易に合わせることができる。
【００６３】
　そして、第一の用具本体１の上面に付着された口紅化粧料５０も楕円形となっているの
で、図３４（ａ）のように、付着された口紅化粧料５０の長軸方向の長さを利用して下唇
７０ｂを効率良く塗ることができる。即ち、太い口紅化粧品を用いた場合と同様に、下唇
７０ｂの広い面積を効率良く塗ることができる。また、口紅化粧料５０が楕円形であるの
で、口紅化粧料５０が細い円形の場合とは異なり、口紅化粧料５０の量も十分に確保され
ており、従って、口紅化粧料５０の量が不足することもない。一方、図３４（ｂ）のよう
に口紅化粧料５０の長軸方向の両端部のうちの一方である上部を上唇７０ａの上縁に当て
るようにして上唇７０ａの輪郭を正確に描くことができる。即ち、細い口紅化粧品を用い
た場合と同様に細かい部分を容易且つ正確に塗ることができる。このように、一本の第一
の化粧品本体４で細い口紅化粧品と太い口紅化粧品の両方の使用感が得られる。
【００６４】
　また、第一の用具本体１は下端開口の筒状であるため、その下端の開口部から第一の用
具本体１の内側に指先を挿入して第一の用具本体１の胴部１１を掴むこともできる。例え
ば、図３２や図３３に示すように人差し指７１を第一の用具本体１の内側に差し込んで親
指７２と共に第一の用具本体１の胴部１１を掴んで保持するということもできる。この持
ち方の場合も第一の用具本体１の胴部１１が楕円形であるので、第一の用具本体１の向き
を簡単に把握することができ、上面の口紅化粧料５０の向きを唇７０に容易に合わせるこ
とができる。尚、第一の化粧品本体４を例に説明したが、第二の化粧品本体５についても
同様である。
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【００６５】
　また、図３１に示すように、第一の化粧品本体４に二つの第二の化粧品本体５を積み重
ねて使用する場合も、同様に第一の化粧品本体４や第二の化粧品本体５の外側を把持する
ようにして持つことができ、また、図示しないが、第一の用具本体１の内側に人差し指７
１等を入れて、第一の化粧品本体４と第二の化粧品本体５とをまとめて持つこともできる
。
【００６６】
　尚、本実施形態では、第一の用具本体１や第二の用具本体２を中空状としたが中実状の
ものであってもよい。但し、中空状とすることにより容易に軽量化でき、低コストに製造
することもできる。また、中空状とする場合、射出成形で形成してもよいが、合成樹脂シ
ートから熱成形により形成することが好ましく、より一層低コストに製造することができ
る。また、大小二種類の用具本体を備える構成について説明したが、三種類以上であって
もよいし、一種類のみであってもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　第一の用具本体
　２　　第二の用具本体
　３　　キャップ
　４　　第一の化粧品本体
　５　　第二の化粧品本体
１０　　天面部
１１　　胴部
１２　　フランジ部
１３　　リブ
１４　　係合凹部
１５ａ　ベース面
１５ｂ　凹溝
１６　　土手部
２０　　天面部
２１　　胴部
２２　　フランジ部
２４　　係合凹部
２５ａ　ベース面
２５ｂ　凹溝
２６　　土手部
２７　　係合凸部
３０　　天面部
３０ａ　中央部
３０ｂ　周縁部
３１　　胴部
３２　　フランジ部
３７　　係合凸部
５０　　口紅化粧料
６０　　凹溝
６１　　凹溝
６２ａ　凹溝
６２ｂ　凹溝
６３　　凹溝
６４　　凹部
６５　　凹部
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６６　　凹溝
６７　　凹部
７０　　唇
７０ａ　上唇
７０ｂ　下唇
７１　　人差し指
７２　　親指

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(25) JP 2017-6202 A 2017.1.12

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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